
第１６号議案 

 

 

町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和３年(２０２１年)２月１９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 町田市保健所関係手数料条例（平成２２年１２月町田市条例第３６号）の一

部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

１１  食品衛生法

（昭和２２年法律

第２３３号）第５

５条第１項及び食

品衛生法施行令

（昭和２８年政令

第２２９号）第３

５条の規定に基づ

く飲食店営業許可

申請手数料 

ア 移動飲食店営

業又は臨時飲食

店営業以外のも

の １件につき

 １８，３００円 

 

 

イ 移動飲食店営

業又は臨時飲食

店営業 １件に

つき ６，５００

円 

 

 

 

 

１２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく飲食店営業

許可更新申請手数

料 

ア 移動飲食店営

業又は臨時飲食

店営業以外のも

の １件につき

 ８，９００円 

 

 

イ 移動飲食店営

業又は臨時飲食

店営業 １件に

つき ４，５００

円 

名称 金額 

略 略 

１１  食品衛生法

（昭和２２年法律

第２３３号）第５

２条第１項及び食

品衛生法施行令

（昭和２８年政令

第２２９号）第３

５条の規定に基づ

く飲食店営業許可

申請手数料 

ア 移動飲食店営

業、臨時飲食店営

業又は自動販売

機によるもの以

外のもの １件

につき １８，３

００円 

イ 移動飲食店営

業又は臨時飲食

店営業 １件に

つき ６，５００

円 

ウ 自動販売機に

よるもの １件

につき ７，８０

０円 

１２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく飲食店営業

許可更新申請手数

料 

ア 移動飲食店営

業、臨時飲食店営

業又は自動販売

機によるもの以

外のもの １件

につき ８，９０

０円 

イ 移動飲食店営

業又は臨時飲食

店営業 １件に

つき ４，５００

円 
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１３ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく調理の機能

を有する自動販売

機により食品を調

理し、調理された

食品を販売する営

業許可申請手数料 

１件につき ７，２

００円 

 

１４ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく調理の機能

を有する自動販売

機により食品を調

理し、調理された

食品を販売する営

業許可更新申請手

数料 

１件につき ５，１

００円 

１５ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉販売業

許可申請手数料 

 

 

 

 

１件につき １５，

８００円 

 

１６ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

１件につき ８，２

００円 

ウ 自動販売機に

よるもの １件

につき ５，１０

０円 

１３ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく喫茶店営業

許可申請手数料 

 

 

 

 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き １５，８００

円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ７，２０

０円 

１４ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく喫茶店営業

許可更新申請手数

料 

 

 

 

 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き ８，２００円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ５，１０

０円 

１５ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく菓子製造業

許可申請手数料 

ア 移動菓子製造

業又は臨時菓子

製造業以外のも

の １件につき

 ２１，６００円 

イ 移動菓子製造

業又は臨時菓子

製造業 １件に

つき ６，５００

円 

１６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

ア 移動菓子製造

業又は臨時菓子

製造業以外のも

の １件につき
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基づく食肉販売業

許可更新申請手数

料 

 

 

 

１７ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類販売

業許可申請手数料 

１件につき １５，

８００円 

１８ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類販売

業許可更新申請手

数料 

１件につき ８，２

００円 

１９ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類競り

売り営業許可申請

手数料 

１件につき ２５，

２００円 

２０ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類競り

売り営業許可更新

申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

２１ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく集乳業許可

１件につき １５，

８００円 

基づく菓子製造業

許可更新申請手数

料 

 １４，０００円 

イ 移動菓子製造

業又は臨時菓子

製造業 １件に

つき ４，５００

円 

１７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくあん類製造

業許可申請手数料 

１件につき ２１，

６００円 

１８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくあん類製造

業許可更新申請手

数料 

１件につき １４，

０００円 

１９ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくアイスクリ

ーム類製造業許可

申請手数料 

１件につき ２１，

６００円 

２０ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくアイスクリ

ーム類製造業許可

更新申請手数料 

１件につき １４，

０００円 

２１ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳処理業許

１件につき ２５，

２００円 

- 3 -

-  -0123456789



申請手数料 

２２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく集乳業許可

更新申請手数料 

１件につき ８，２

００円 

２３ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳処理業許

可申請手数料 

 

１件につき ２５，

２００円 

２４ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳処理業許

可更新申請手数料 

 

１件につき １６，

０００円 

２５ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく特別牛乳搾

取処理業許可申請

手数料 

１件につき ２５，

２００円 

２６ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく特別牛乳搾

取処理業許可更新

申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

２７ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

１件につき ２５，

２００円 

可申請手数料 

２２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳処理業許

可更新申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

２３ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく特別牛乳搾

取処理業許可申請

手数料 

１件につき ２５，

２００円 

２４ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく特別牛乳搾

取処理業許可更新

申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

２５ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳製品製造

業許可申請手数料 

 

１件につき ２５，

２００円 

２６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳製品製造

業許可更新申請手

数料 

１件につき １６，

０００円 

２７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

１件につき １５，

８００円 
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第３５条の規定に

基づく食肉処理業

許可申請手数料 

２８ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉処理業

許可更新申請手数

料 

１件につき １６，

０００円 

２９ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の放射

線照射業許可申請

手数料 

 

 

１件につき ２５，

２００円 

３０ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の放射

線照射業許可更新

申請手数料 

 

１件につき １６，

０００円 

３１ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく菓子製造業

許可申請手数料 

１件につき ２１，

６００円 

３２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく菓子製造業

１件につき １４， 

０００円 

第３５条の規定に

基づく集乳業許可

申請手数料 

２８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく集乳業許可

更新申請手数料 

 

１件につき ８，２

００円 

２９ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳類販売業

許可申請手数料 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き １５，８００

円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ７，２０

０円 

３０ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳類販売業

許可更新申請手数

料 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き ８，２００円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ５，１０

０円 

３１ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉処理業

許可申請手数料 

１件につき ２５，

２００円 

３２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉処理業

１件につき １６，

０００円 
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許可更新申請手数

料 

３３ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくアイスクリ

ーム類製造業許可

申請手数料 

 

 

１件につき ２１，

６００円 

３４ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくアイスクリ

ーム類製造業許可

更新申請手数料 

 

１件につき １４， 

０００円 

３５ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳製品製造

業許可申請手数料 

 

１件につき ２５，

２００円 

３６ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳製品製造

業許可更新申請手

数料 

１件につき １６，

０００円 

３７ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく清涼飲料水

１件につき ２５，

２００円 

許可更新申請手数

料 

３３ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉販売業

許可申請手数料 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き １５，８００

円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ７，２０

０円 

３４ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉販売業

許可更新申請手数

料 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き ８，２００円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ５，１０

０円 

３５ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉製品製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

３６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉製品製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １６，

０００円 

３７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類販売

１件につき １５，

８００円 
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製造業許可申請手

数料 

３８ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく清涼飲料水

製造業許可更新申

請手数料 

１件につき １６，

０００円 

３９ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉製品製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

４０ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食肉製品製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １６，

０００円 

４１ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく水産製品製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２１，

６００円 

４２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく水産製品製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １４，

０００円 

４３ 食品衛生法第 １件につき ２５，

業許可申請手数料 

 

３８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類販売

業許可更新申請手

数料 

１件につき ８，２

００円 

３９ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類競り

売り営業許可申請

手数料 

１件につき ２５，

２００円 

４０ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚介類競り

売り営業許可更新

申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

４１ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚肉練り製

品製造業許可申請

手数料 

１件につき ２１，

６００円 

４２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく魚肉練り製

品製造業許可更新

申請手数料 

１件につき １４，

０００円 

４３ 食品衛生法第 １件につき ２５，
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５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく氷雪製造業

許可申請手数料 

 

２００円 

４４ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく氷雪製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １６，

０００円 

４５ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく液卵製造業

許可申請手数料 

 

１件につき １３，

２００円 

４６ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく液卵製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき ７，８

００円 

４７ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食用油脂製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

４８ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

１件につき １６，

０００円 

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の冷凍

又は冷蔵業許可申

請手数料 

２００円 

４４ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の冷凍

又は冷蔵業許可更

新申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

４５ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の放射

線照射業許可申請

手数料 

１件につき ２５，

２００円 

４６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の放射

線照射業許可更新

申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

４７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく清涼飲料水

製造業許可申請手

数料 

１件につき ２５，

２００円 

４８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

１件につき １６，

０００円 
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基づく食用油脂製

造業許可更新申請

手数料 

４９ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくみそ又はし

ょうゆ製造業許可

申請手数料 

１件につき ２１，

６００円 

５０ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくみそ又はし

ょうゆ製造業許可

更新申請手数料 

１件につき １４，

０００円 

５１ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく酒類製造業

許可申請手数料 

 

 

 

１件につき ２１，

６００円 

５２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく酒類製造業

許可更新申請手数

料 

 

 

１件につき １４，

０００円 

５３ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

１件につき ２１，

６００円 

基づく清涼飲料水

製造業許可更新申

請手数料 

４９ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳酸菌飲料

製造業許可申請手

数料 

１件につき ２１，

６００円 

５０ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく乳酸菌飲料

製造業許可更新申

請手数料 

１件につき １４，

０００円 

５１ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく氷雪製造業

許可申請手数料 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き ２５，２００

円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ９，９０

０円 

５２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく氷雪製造業

許可更新申請手数

料 

ア 自動販売機に

よるもの以外の

もの １件につ

き １６，０００

円 

イ 自動販売機に

よるもの １件

につき ６，１０

０円 

５３ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

１件につき １５，

８００円 
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第３５条の規定に

基づく豆腐製造業

許可申請手数料 

５４ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく豆腐製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

５５ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく納豆製造業

許可申請手数料 

 

１件につき ２１，

６００円 

５６ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく納豆製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

５７ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく麺類製造業

許可申請手数料 

 

 

１件につき ２１，

６００円 

５８ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく麺類製造業

許可更新申請手数

１件につき １４，

０００円 

第３５条の規定に

基づく氷雪販売業

許可申請手数料 

５４ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく氷雪販売業

許可更新申請手数

料 

１件につき ８，２

００円 

５５ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食用油脂製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

５６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食用油脂製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １６，

０００円 

５７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくマーガリン

又はショートニン

グ製造業許可申請

手数料 

１件につき ２５，

２００円 

５８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくマーガリン

又はショートニン

１件につき １６，

０００円 
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料 

 

５９ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくそうざい製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

６０ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくそうざい製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １６，

０００円 

６１ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく複合型そう

ざい製造業許可申

請手数料 

１件につき ３５，

２００円 

６２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく複合型そう

ざい製造業許可更

新申請手数料 

１件につき ２３，

３００円 

６３ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく冷凍食品製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

６４ 食品衛生法第 １件につき １６，

グ製造業許可更新

申請手数料 

５９ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくみそ製造業

許可申請手数料 

 

１件につき ２１，

６００円 

６０ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくみそ製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

６１ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくしょうゆ製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２１，

６００円 

６２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくしょうゆ製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １４，

０００円 

６３ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくソース類製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２１，

６００円 

６４ 食品衛生法第 １件につき １４，
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５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく冷凍食品製

造業許可更新申請

手数料 

０００円 

６５ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく複合型冷凍

食品製造業許可申

請手数料 

１件につき ３５，

２００円 

６６ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく複合型冷凍

食品製造業許可更

新申請手数料 

１件につき ２３，

３００円 

６７ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく漬物製造業

許可申請手数料 

１件につき １３，

２００円 

６８ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく漬物製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき ７，８

００円 

６９ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく密封包装食

１件につき ２１，

６００円 

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくソース類製

造業許可更新申請

手数料 

０００円 

６５ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく酒類製造業

許可申請手数料 

 

１件につき ２１，

６００円 

６６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく酒類製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

６７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく豆腐製造業

許可申請手数料 

１件につき ２１，

６００円 

６８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく豆腐製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

６９ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく納豆製造業

１件につき ２１，

６００円 
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品製造業許可申請

手数料 

７０ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく密封包装食

品製造業許可更新

申請手数料 

１件につき １４，

０００円 

７１ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の小分

け業許可申請手数

料 

１件につき ２１，

６００円 

７２ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく食品の小分

け業許可更新申請

手数料 

１件につき １４，

０００円 

７３ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく添加物製造

業許可申請手数料 

 

１件につき ２５，

２００円 

７４ 食品衛生法第

５５条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく添加物製造

業許可更新申請手

数料 

１件につき １６，

０００円 

７５から７８まで  

許可申請手数料 

 

７０ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく納豆製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

７１ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく麺類製造業

許可申請手数料 

 

１件につき ２１，

６００円 

７２ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく麺類製造業

許可更新申請手数

料 

１件につき １４，

０００円 

７３ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくそうざい製

造業許可申請手数

料 

１件につき ２５，

２００円 

７４ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づくそうざい製

造業許可更新申請

手数料 

１件につき １６，

０００円 

７５ 食品衛生法第 １件につき ２５，
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削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 

１０９ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１２条第４

項及び医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第８０

条第８項の規定に

１件につき ４，４

００円 

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく缶詰又は瓶

詰食品製造業許可

申請手数料 

２００円 

７６ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく缶詰又は瓶

詰食品製造業許可

更新申請手数料 

１件につき １６，

０００円 

７７ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく添加物製造

業許可申請手数料 

１件につき ２５，

２００円 

７８ 食品衛生法第

５２条第１項及び

食品衛生法施行令

第３５条の規定に

基づく添加物製造

業許可更新申請手

数料 

１件につき １６，

０００円 

略 略 

１０９ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１２条第２

項及び医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第８０

条第８項の規定に

１件につき ４，４

００円 
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基づく薬局製造販

売医薬品製造販売

業許可更新申請手

数料 

略 略 

１１１ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１３条第４

項及び医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第８０

条第８項の規定に

基づく薬局製造販

売医薬品製造業許

可更新申請手数料 

１件につき ７，６

００円 

略 略 

１１３ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１４条第１

３項及び医薬品、

医療機器等の品

質、有効性及び安

全性の確保等に関

する法律施行令第

８０条第１項第１

号の規定に基づく

薬局製造販売医薬

品製造販売品目一

部変更承認申請手

数料 

１件につき １４

０円 

略 略 

１１７ 医薬品、医 １件につき １２，

基づく薬局製造販

売医薬品製造販売

業許可更新申請手

数料 

略 略 

１１１ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１３条第３

項及び医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第８０

条第８項の規定に

基づく薬局製造販

売医薬品製造業許

可更新申請手数料 

１件につき ７，６

００円 

略 略 

１１３ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１４条第９

項及び医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第８０

条第１項第１号の

規定に基づく薬局

製造販売医薬品製

造販売品目一部変

更承認申請手数料 

 

１件につき １４

０円 

略 略 

１１７ 医薬品、医 １件につき １２，
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療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第３９条第６

項の規定に基づく

高度管理医療機器

等販売業又は貸与

業許可更新申請手

数料 

４００円 

１１８ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第２条

の３第１項及び第

４５条第１項の規

定に基づく薬局開

設許可証又は医薬

品販売業許可証の

書換交付申請手数

料 

１件につき ２，５

００円 

１１９ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第２条

の４第１項及び第

４６条第１項の規

定に基づく薬局開

設許可証又は医薬

品販売業許可証の

再交付申請手数料 

１件につき ３，５

００円 

略 略 

１２４から１３１ま

で 削除 

 

 

 

 

 

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第３９条第４

項の規定に基づく

高度管理医療機器

等販売業又は貸与

業許可更新申請手

数料 

４００円 

１１８ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第１条

の５第１項及び第

４５条第１項の規

定に基づく薬局開

設許可証又は医薬

品販売業許可証の

書換交付申請手数

料 

１件につき ２，５

００円 

１１９ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律施行令第１条

の６第１項及び第

４６条第１項の規

定に基づく薬局開

設許可証又は医薬

品販売業許可証の

再交付申請手数料 

１件につき ３，５

００円 

略 略 

１２４ 食品製造業

等取締条例（昭和

２８年東京都条例

第１１１号）第３

条第１項の規定に

よる行商人の届出

業種ごとに １，８

００円 
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に基づく行商人の

鑑札及び記章の交

付手数料（更新の

場合を含む。） 

１２５ 食品製造業

等取締条例第３条

第３項の規定によ

る行商人の届出に

基づく行商人の鑑

札又は記章の再交

付手数料 

１件につき １，１

００円 

１２６ 食品製造業

等取締条例第５条

第１項の規定に基

づく弁当等人力販

売業許可申請手数

料 

１件につき ８，８

００円 

１２７ 食品製造業

等取締条例第５条

第２項の規定に基

づく弁当等人力販

売業許可更新申請

手数料 

１件につき ５，４

００円 

１２８ 食品製造業

等取締条例第５条

の２第１項の規定

に基づく弁当等人

力販売業許可済証

交付申請手数料 

１件につき １，４

００円 

１２９ 食品製造業

等取締条例第５条

の２第３項の規定

に基づく弁当等人

力販売業許可済証

再交付申請手数料 

１件につき １，１

００円 

１３０ 食品製造業

等取締条例第５条

の３第１項の規定

業種ごとに １３，

２００円 
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略 略 
 

に基づく食品製造

業等許可申請手数

料 

１３１ 食品製造業

等取締条例第５条

の３第２項の規定

に基づく食品製造

業等許可更新申請

手数料 

業種ごとに ７，８

００円 

略 略 
 

  

 

第２条 町田市保健所関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

１１３ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１４条第１

５項及び医薬品、

医療機器等の品

質、有効性及び安

全性の確保等に関

する法律施行令第

８０条第１項第１

号の規定に基づく

薬局製造販売医薬

品製造販売品目一

部変更承認申請手

数料 

１件につき １４

０円 

略 略 
 

名称 金額 

略 略 

１１３ 医薬品、医

療機器等の品質、

有効性及び安全性

の確保等に関する

法律第１４条第１

３項及び医薬品、

医療機器等の品

質、有効性及び安

全性の確保等に関

する法律施行令第

８０条第１項第１

号の規定に基づく

薬局製造販売医薬

品製造販売品目一

部変更承認申請手

数料 

１件につき １４

０円 

略 略 
  

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中別表１１３の項の改正規定 公布の日 

（２）第１条中別表１０９の項、１１１の項及び１１７の項から１１９の項までの改

正規定並びに第２条の規定 令和３年８月１日 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

４６号）第２条の規定による改正前の食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第

５２条第１項の規定による許可又は食品製造業等取締条例を廃止する条例（令和２

年東京都条例第７１号）による廃止前の食品製造業等取締条例（昭和２８年東京都

条例第１１１号）第５条の３第１項の規定による許可を受けている者が、当該許可

に係る営業（食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整

備及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１２３号）第１条の規定による改正

後の食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）第３５条各号の営業のいずれ

かに該当するものに限る。以下同じ。）を継続するために、食品衛生法等の一部を

改正する法律第２条の規定による改正後の食品衛生法第５５条第１項の許可を受

けようとする場合における当該許可に係る営業の許可申請手数料の額は、この条例

による改正後の別表に定める当該営業に相当するそれぞれの営業の許可更新申請

手数料の額とする。 

３ 前項の場合において、同項に規定する許可更新申請手数料の額が、当該営業につ

いてこの条例による改正前の別表の規定を適用した場合の許可更新申請手数料の

額より高いときは、この条例の施行の日から令和４年３月３１日までに申請する場

合に限り、この条例による改正後の別表及び前項の規定にかかわらず、当該営業の

許可申請手数料の額は、この条例による改正前の別表に定める当該営業の許可更新

申請手数料の額とする。 
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